
   

 

 

 

 

学校生活の中や決められた通学路など（学校管理下）においての災害で病院にか

かった場合、医療費の一部が支給される制度です。治療に必要な金額（総医療費）

が 5,000 円以上の場合が対象となるため、窓口での請求金額が 1,500 円未満の

場合は、市町村の乳幼児医療費給付制度を利用してください。 

 

災害共済給付制度（日本スポーツ振興センター）申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.日本スポーツ振興センターの 

災害共済給付制度について 

 

けがをして受診 

いったん、医療費の支払いをしてください 

スポーツ振興センターの医療費の対象となりません。 

美作市乳幼児医療費給付の申請手続きを行ってください。 

□手続き場所       美作保健センター・各総合支所 

□手続きに必要な物    印鑑・領収書・口座番号のわかる通帳等 

教育委員会から日本スポーツ振興センターへ申請します 

「医療等の状況」の用紙を病院に提出し、記入してもらってください 

２～３か月後に給付金（医療費自己負担分+雑費（１割））が支給されます 

支払後、個人負担３割が 1,500 円未満の場合 個人負担３割が 1,500 円以上の場合 

記入された「医療等の状況」と医療費の領収書を学校に提出してください 


